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【区役所の開庁時間】●平日（月～金）9：00～17：30　●金曜日17：30～19：00（一部業務）　
　　　　　　　　　　　　　　　●第4日曜日9：00～17：30（一部業務） 今月は5/26（日）です。　
【問合】総務課32番窓口 ☎6466‐9625　※☎・Iの特に記載のないものは市外局番「06」です。

　伝法大橋東側にある道路は、多く
の車両が通行する道です。しかし落書
きがひどく美観を損ねていたことか
ら、伝法小学校ご協力のもと、３月に
児童の絵画を掲示しました。
　この取り組みは淀川管内河川レン
ジャー・淀川河川事務所・伝法小学校
の3者が協力して実現したものです。
【問合】淀川河川事務所　福島出張所
　　　☎6458-2102

伝法陸閘左岸ゲート壁面に伝法小学校児童の絵画を掲示しました
りっこう
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合同会社ユー・エス・ジェイと
地域貢献に関する連携協定を
締結しました！

合同会社ユー・エス・ジェイと
地域貢献に関する連携協定を
締結しました！

　連携協定を結んだこ
とで、『合同会社ユー・
エス・ジェイ』の地域貢
献活動がますます推進
されます。
　区民・地域のみなさ
まの限りなき笑顔と幸
福につなげていくこと
をめざしていきます！
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　此花区は３/19（火）に、『合同会社
ユー・エス・ジェイ』と地域貢献に関する連
携協定を締結しました。『合同会社ユー・
エス・ジェイ』は、これまで此花区内で様々
な地域貢献活動を行ってきました。

合同会社ユー・エス・ジェイ
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